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後期高齢者医療制度

運営主体
都道府県ごとにすべての市町村が加入して設立された後期高齢者医

療広域連合

被保険者

広域連合の区域内に住所を有する

・75歳以上の者

・65歳以上75歳未満の者で広域連合の障害認定を受けた者

※生活保護世帯に属する者は適用除外（医療扶助を適用）

被保険者の一部

自己負担

原則1割（現役並み所得者は3割）

保険料率 広域連合ごとに条例で保険料率を決定
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